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 議第３号 

 

 

 

 高山都市計画道路の変更について 

（岐阜県決定） 

 

 

 

 

 

 

                      令和４年１０月３日提出  

            岐阜県都市計画審議会 

                              会長 髙木 朗義 
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 都政第６０号の２ 

 

              岐阜県都市計画審議会 

 

 

高山都市計画道路を次のように変更したいので、都市計画

法第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規

定により諮問します。 

 

 

 

  令和４年９月９日 

 

             岐阜県 

             上記代表者 岐阜県知事 古田 肇 

 

 

 



高山都市計画道路の変更（岐阜県決定） 

 
 都市計画道路中３・５・４号国分寺松之木線を次のように変更する。 

種別 
名 称 位 置 区 域 構 造 

番 号 路線名 起 点 終 点 主な経過地 延 長 構造形式 車線の数 幅員 
地表式の区間における鉄道

等との交差の構造 備考 

幹

線

街

路 

3・5・4 国分寺松之木

線 

高山市花里町6

丁目 

高山市松之木

町 

高山市名田町 6

丁目 

高山市本町 2 丁

目 

高山市上三之町 

高山市上二之町 

約 2,540ｍ 地表式 2 車線 12ｍ 幹線街路と平面交差 5箇所  

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 
 
理 由 
３・６・１１号松之木千島線の起点位置の変更に伴い、交差点隅切りの区域を変更する。 
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高山都市計画道路の変更に関する補足説明 

 

１ 変更内容 

種別 
名称 

変更内容 備考 
番号 路線名 

幹線街路 3・5・4 国分寺松之木線 ◎区域の変更  終点部の交差点隅切りの変更 
 

 

 

２ 関係機関との協議 高山市 

 

３ 縦覧期間 令和４年７月１５日 ～ 令和４年７月２９日 

 

４ 意見書の提出 なし 
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理 由 書 

 

３・５・４号国分寺松之木線は、高山市中心部における東西の幹線街路とし

て位置付けられ、現在、高山市花里町６丁目を起点とし、高山市松之木町を終

点とする延長約２，５４０ｍの都市計画道路として決定している。 

３・６・１１号松之木千島線の起点位置の変更に伴い、交差点隅切りの区域

を変更するものである。 
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高山都市計画区域総括図

高山市役所

高山駅

３・５・４ 国分寺松之木線

３・５・４ 国分寺松之木線
○区域の変更
（交差点隅切りの変更）

【凡例】
県決定（対象路線）
県決定（変更箇所）
市決定（変更前）

市決定（変更後）
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計画図（ ３・５・４ 国分寺松之木線 ）

【凡例】
変更後
変更前

【３・５・４ 国分寺松之木線】
○区域の変更
（交差点隅切りの変更）
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